
奈良市建設工事低入札価格調査制度試行要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、奈良市が実施する建設工事に係る入札について低入札価格調査制度を実施

するために必要な事項を定め、もってダンピングの防止及び公共工事の適正な施工の確保を図

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 「低入札価格調査」とは、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の１０第１項又は第１６７条の１０の２第２項（第１６７条の１３の規定により準用す

る場合を含む。）の規定に基づき、落札者を決定するための調査をいう。   

（２） 「調査基準価格」とは、その価格を下回った場合に低入札価格調査を行う価格をいう。 

（３） 「低価格入札者」とは、（前号に規定する）調査基準価格を下回る入札を行った者を

いう。 

（４） 「評価値」とは、奈良市建設工事総合評価落札方式試行要領（以下「総合評価試行要

領」という。）第１３条に規定する「評価値」のことをいう。 

（５） 「調査対象者」とは、総合評価試行要領による入札においては評価値が最も高い者で、

低価格入札者をいい、他の入札においては低価格入札者のうち最低の価格の入札を行っ

た者をいう。 

（６） 「調査対象者となり得る者」とは、 調査対象者を除き、失格を決定されていない低

価格入札者のうち、総合評価試行要領による入札においては調査基準価格以上の入札を

行った者に比して評価値が同等以上の者をいい、他の入札においては低価格入札者をい

う。 

（対象工事） 

第３条 低入札価格調査制度の対象工事は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１） 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が５千万円以上の建設工事のうち

市長が必要と認めたもの 

（２） 総合評価試行要領による入札に係る建設工事 

（調査基準価格） 

第４条 調査基準価格は、次の金額のうちいずれか低い金額とする。 

（１） 調査基準モデル型算出価格（予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同

じ。）の算定の基礎となった次に掲げる額の合計額（千円未満の金額は切り捨てる。）。

ただし、当該合計額が予定価格の１００分の９０を超える場合は予定価格に１００分の

９０を乗じて得た額とし、当該合計額が予定価格の１００分の７０に満たない場合は予

定価格に１００分の７０を乗じて得た額とする。） 

（ア） 直接工事費の額に１００分の９５を乗じて得た額 

（イ） 共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

（ウ） 現場管理費の額に１００分の６０を乗じて得た額 

（エ） 一般管理費の額に１００分の３０を乗じて得た額 



 （２） 調査基準変動型算出価格（算定対象（予定価格以下の入札価格の平均値（１円未満の

端数は切り捨てる。）に標準偏差（小数第１位を四捨五入する。）を加除して得た各金額

の範囲内の価格）の入札者の平均価格に１００分の９５を乗じて得た額（千円未満の金

額は切り捨てる。）。） 

（入札参加者への周知） 

第５条 この制度の円滑な運用を図るために、次に掲げる事項を入札公告に明記し、入札参加者

へ周知を図るものとする。  

（１） 当該入札は、低入札価格調査の対象工事であること。 

（２） 調査対象者は、落札者とならない場合があること。 

（３） 調査対象者及び調査対象者となり得る者（以下「調査対象者等」という。）は、低入

札価格調査に必要な書類の提出及び聞き取り調査に応じなければならないこと。なお、

書類の提出及び聞き取り調査に応じない場合や、低入札価格調査を妨害するなど不誠実

な行為（虚偽記載を含む。）をしたときは、奈良市建設工事等入札参加者入札参加停止

措置要領に基づく入札参加停止措置を受ける場合があること。 

（４） 低入札価格調査を経て契約締結する場合に、第１２条に規定する市長が契約の相手方

に付する条件及び第１３条に規定する監督体制の強化等を行うこと。 

（入札の執行） 

第６条 入札執行者は、調査基準価格を下回る入札があった場合は、落札者決定の保留及び低入

札価格調査の実施を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。 

（調査の実施） 

第７条 低入札価格調査の調査担当者は、次に掲げる者とする。 

 （１） 契約課長 

（２） 工事担当課長 

 ２ 調査担当者は、次に掲げる事項を明らかにするため、期限を定めて別紙－１に掲げる書類

の提出を調査対象者に求めるとともに、別に定める奈良市低入札価格調査マニュアルに基づき、

調査対象者からの聞き取り、関係機関への照会等を行う。 

（１） 当該価格で入札した理由 

（２） 入札金額の積算内訳等 

（３） 手持ち工事等の状況 

（４） 契約対象工事箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との関連 

（５） 手持ち資材の状況 

（６） 資材の調達に関する事項 

（７） 手持ち機械の状況 

（８） 労務者の確保計画 

（９） 建設副産物に関する事項 

（１０）施工体系図兼下請契約計画 

（１１）経営状況 

（１２）信用状況 

３ 調査担当者は、前項における調査の結果を記載した低入札価格調査結果表を作成する。 

 



（調査結果の報告） 

第８条 調査担当者は、低入札価格調査結果表を奈良市低入札価格調査委員会（以下「委員会」

という。）に提出し、調査結果を報告しなければならない。 

（委員会による審査等） 

第９条 委員会は、前条の報告を受けたときは、その内容について審査を行う。 

 ２ 委員長は、総務部担当副市長をもって充てる。 

３ 委員は、次の職にある者をもって充てる。 

（１） 総務部長 

（２） 都市整備部長 

（３） 建設部長 

（４） 総務部次長 

（５） その他委員長が必要と認める者 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員会の会議は、委員長が招集する。 

６ 委員会の会議は、委員長のほか委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができ

ない。 

７ 委員会の庶務は、契約課が行う。 

（契約の内容に適合した履行がされると認められた場合の措置） 

第１０条 委員会は、低入札価格調査の結果、別紙―２の失格判断基準に該当せず、調査対象者

が契約の内容に適合した履行がされると認められた場合は、調査対象者を落札者として決定し、

調査対象者にその旨を通知するものとする。 

（契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合の措置） 

第１１条 委員会は、低入札価格調査の結果、別紙―２の失格判断基準に該当し、調査対象者が

契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、調査対象者を失格と

して決定し、調査対象者にその旨を通知するものとする。 

２ 委員会は、前項の決定をしたときは、予定価格以下の入札価格をもって入札した他の者の

うち最低の価格をもって入札した者（総合評価試行要領第２条に定める工事にあっては、予

定価格以下の入札価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者）（以下「次順位

者」という。）を落札者と決定する。ただし、次順位者が低価格入札者の場合は、第７条か

らこの条までの手続を行う。 

（契約締結の条件） 

第１２条 低入札価格調査を経て契約を締結する場合は、市長は、その契約の相手方に対し次の

各号に掲げる条件を付するものとする。 

 （１） 奈良市契約規則別記２工事請負契約書（以下「契約書」という。）第３４条における

前払金及び中間前払金に係る規定の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定めるところにより読み替えるものとすること。 

ア （Ａ）を用いる場合 第１項中「１０分の４」を「１０分の２」に、第５項中「１

０分の４」を「１０分の２」に、「１０分の６」を「１０分の４」に、第６項中「１

０分の５」を「１０分の３」に、「１０分の６」を「１０分の４」に読み替える。 

イ （Ｂ）を用いる場合 第１項中「１０分の４」を「１０分の２」に、第３項中「１



０分の４」を「１０分の２」に、第４項中「１０分の５」を「１０分の３」に読み替

える。 

（２） 契約書第４条（Ａ）における契約保証金の額、保証金額又は保険金額に係る規定の適

用については、第２項中「１０分の１」を「１０分の３」に、第４項中「１０分の１」

を「１０分の３」に読み替えるものとすること。 

（３） 契約書第４７条第２項における違約金として支払うべき額に係る規定の適用について

は、「１０分の１」を「１０分の３」に読み替えるものとすること。 

（４） 当該工事等の完成後速やかに別紙―３に定める低入札価格調査確認報告書を市長に提

出しなければならないこと。 

（５） 専任の配置技術者を１名増員すること。 

（監督体制の強化等） 

第１３条 低入札価格調査を経て契約を締結する場合は、次に掲げる監督体制の強化等を行う。 

（１） 重点的監督業務及び厳格な検査を実施する。 

（２） 手持ちの工事を含めて奈良市建設工事施工体制点検特別立入調査実施要領に定める抜

き打ち点検の対象とする。 

（その他） 

第１４条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２３年９月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２７年 ４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成３０年 ４月１日から施行する。 

 



別紙―１（第７条関係） 

 

【提出書類一覧】 

 

様式番号 様   式   名 

様式１ 低入札価格調査報告書 

様式２ 当該価格で入札した理由 

様式３－１（土木） 

様式３－１（建築等） 
積算内訳書 

様式３－１～様式４－３は、同

じ様式番号で、土木と建築等の

２種類があります。間違わない

ように提出して下さい。 

様式３－２（土木） 

様式３－２（建築等） 
積算内訳書に対する明細書 

様式４－１（土木） 

様式４－１（建築等） 
共通仮設費内訳書 

様式４－２（土木） 

様式４－２（建築等） 
現場管理費内訳書 

様式４－３（土木） 

様式４－３（建築等） 
一般管理費等内訳書 

様式５ 手持ち工事等の状況（対象工事関連） 

様式６ 対象工事現場と調査対象者の事務所、倉庫等との関連 

様式７ 手持ち資材の状況 

様式８ 資材購入先一覧 

様式９ 手持ち機械の状況 

様式１０ 労務者の確保計画 

様式１１ 建設副産物の搬出地 

様式１２ 施工体系図兼下請契約計画 

様式１３ 誓約書 

様式１４ 提出書類チェックリスト 

 

【書類作成、提出上の注意事項】 

 

１ 低入札価格調査の調査対象者及び調査対象者となり得る者は、開札日の翌日（その日が市の

休日にあたるときは、その翌日以降の直近の休日でない日）の午後５時１５分までに、本表に

示す各様式及び記載内容を証明する添付書類を、奈良市役所中央棟４階契約課技術監理係に提

出して下さい。期限までに提出がない場合は、失格となります。 

 

２ 書類は、各様式にインデックス（様式番号を明記）をつけ、１部ごとにファイル（フラット

ファイル等）にとじて提出して下さい。提出部数は、正１部・副３部の計４部とします。 

 

３ 本表に示す書類のうち、記載すべき事項がない場合（例えば、手持ち工事等がない等）につ

いては、当該様式に「該当事項無し」と記載のうえ必ず提出して下さい。 

 



４ 本表に示す書類は、各書類単体で完結しているだけでなく、様式相互間で関連しているもの

が多数あります。様式相互間の整合を図ると共に、入札時に提出する工事費内訳書とも整合が

とれた内容になるように注意して作成して下さい。また、総合評価落札方式における「技術提

案」内容とも整合が必要です。 

 

５ 本表に示す書類を作成する際には、各様式に記載してある【記載要領等】を十分確認して下

さい。様式の１つでも提出のない場合は失格となります。また、記載内容を証明するための「添

付資料」を必ず添付して下さい。「添付資料」の添付がない場合や内容不足のため、各様式の

記載内容が証明できない場合も失格となります。（「添付資料」として提出を求めていない書類

であっても、記載内容を証明するため、調査対象者自らが必要と認める書類を添付することは

差し支えありません。） 

 

６ 提出期限以降の書類の訂正、差替え、添付資料の追加等は一切できません。書類の記載漏れ、

添付漏れ等がないことを十分確認のうえ提出してください。提出書類に不備がある場合は失格

となりますので入念に点検して下さい。また、提出された書類の返却及び公表は行いません。

特に、積算根拠を示す資料については、以下の２種類が必要になりますので、添付漏れ等がな

いように注意して下さい。 

 ① 下請予定業者、資材購入予定業者、運搬予定業者、交通誘導員派遣業者、測量会社及び試

験実施会社等が押印した見積書の写し。調査対象者自らが実施する工事、業務等を除いて、

あらゆる工事、業務等の見積書が必要です。なお、見積書には、「見積依頼日」、「見積日」

及び「見積有効期限」を明記して下さい。 

 ② 下請予定業者、資材購入予定業者、運搬予定業者等との取引実績単価（今回の取引と単価

の比較ができるもので、過去１年以内の取引実績に限る。）など、見積書記載の金額の合理

性かつ現実性を確認できる書面。プラント機械・電気設備等にあっては、販売実績（今回の

見積と単価の比較ができるもので、過去１年以内の販売実績に限る。）など、見積書記載金

額の合理性かつ現実性を確認できる書面。 

 

７ 「失格判断基準」別紙―２の内容に１つでも該当する場合は、調査対象者は失格となります。

記載内容を十分確認して提出して下さい。 

 

８ 書類の内容を確認するため聞き取り調査を実施します。書類提出時に担当者が日・時・場所

指定しますので、入札責任者及び配置予定技術者（調査対象者が共同企業体の場合は、専任を

求める配置予定技術者全員とする。）は、必ず聞き取り調査に応じて下さい。聞き取り調査に

応じない場合、調査を妨害するなど不誠実な行為を行った場合、提出書類に虚偽記載がある場

合は失格となるだけでなく、奈良市建設工事等入札参加者入札参加停止措置の対象となる場合

がありますので注意して下さい。 

 

９ 低入札価格調査を経て契約締結した場合は、工事等の完成後速やかに、別紙―３に定める「低

入札価格調査確認報告書」（下請代金、資材購入等の支払いに関する領収書の写しの提出が必

要になります。）を提出して下さい。 

 

 

 

 

 



別紙―２（第１１条関係） 

 

【失格判断基準】      ＊下記の内容に１つでも該当した場合は失格となります。 

 

項   目 内        容 

1. 調査様式の提出

がない場合 

① 提出期限までに調査様式の提出がない場合 

② 調査様式の１つでも提出がない場合 

2.  調査に協力しな

い場合 

① 聞き取り調査に応じない場合 

ァ）指定した日・時・場所に来なかった場合 

ただし、公共交通機関の遅延により遅参した場合は、聞き取

り調査開始時間までにその旨の連絡があり、遅延証明が提出

されたときはこの限りでない。 

  ィ）入札責任者及び配置予定技術者（調査対象者が共同企業体の

場合は、専任を求める配置予定技術者全員）が聞き取り調査

に出席しなかったとき 

② 聞き取り調査で、提出書類に基づく根拠のある説明が出来ない場

合 

③ 聞き取り調査において、調査内容（質問事項）と関係のない不適

切、不誠実な言動を行い、調査の進捗を妨げた場合 

④ 提出書類に虚偽記載があるなど、不誠実な行為を行った場合 

3. 設計図書または

仕様書に適合し

ない場合 

 

① 発注者が示した設計図書に計上された設計数量、工法及び施工条

件を１つでも満足していない場合。ただし、技術提案による差異

はこの限りでない。 

（建築等図面発注の場合、種目別・科目別・細目別における記載

項目の差異については、主要な項目が記載されていれば満足して

いると考える。また、数量は、概ね満足していれば可とする。） 

② 材料・製品について、発注者が示した設計仕様に適合した品質ま

たは規格を１つでも満足していない（同等以上ではない）場合 

4. 積算内訳書の算

出根拠が適正で

ない場合 

① 入札時に提出した工事費内訳書と整合が取れていない場合 

② 添付資料の不足や不備等があり、算出根拠が明確ではない場合 

ァ）下請予定業者や資材購入予定業者等の社印が押印された見積

書の写しが添付されていない場合 

ィ）見積書に、「見積依頼日」、「見積日」及び「見積有効期限」

が明記されていない場合 

  ゥ）下請予定業者や資材購入予定業者等との過去１年以内の取引

実績など、算出根拠を確認できる資料が添付されていない場

合 

③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等について、通常必要と

なる経費が計上されていない場合 

④ 積算内訳書に対する明細書に記載の金額が一式計上されている



場合（建築等図面発注の場合は主要な項目が一式計上されている

場合） 

⑤ 下請見積額を下回る積算額が計上されている場合 

⑥ 資材購入に係る見積額を下回る積算額が計上されている場合 

⑦ 下請見積書等の工事内容等（規模・工法・数量等）が不明確な場       

合 

⑧ 手持ち資材の確認ができない場合 

⑨ 自社機械の所属等が確認できない場合 

⑩ 自社従業員の雇用が確認できない場合 

⑪ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に、通常必要な経費が

計上されていない場合 

⑫ 下請予定業者、資材購入予定業者等からの聞き取りにより、積算

価格がいわゆる「指し値」である等、不当に低額に設定されたこ

とが明白である場合 

⑬ 労務単価が、法定最低賃金を下回っている場合 

5. 建設副産物の処

理が適正でない

場合 

① 建設副産物について適正な処理費用が計上されていない場合 

② 建設副産物の搬出予定地や処理体制等が設計仕様書等に合致し

ておらず適正でない場合 

6. 法令違反や契約

上の基本条項違

反等であると認

められる場合 

① 法令違反が認められる場合 

② 総合評価落札方式における入札については、技術提案書の提案内

容を満足していることが確認できない場合 

③ 本工事に専任すべき主任（監理）技術者が他工事の専任技術者と

なっている場合など、施工体制（品質管理体制及び安全管理体制

等）が適切ではない場合 

④ 下請見積書を提出した者が、工事に必要な許可等を受けていない

場合（当該許可等は、下請予定業者等への見積依頼日以前のもの

に限る） 

7. 上記の他、委員会が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めた場合 

 



別紙―３（第１２条関係） 

 

【提出書類一覧】 

 

様式番号 様   式   名 

様式１５ 低入札価格調査確認報告書                

様式１６－１（土木） 

様式１６－１（建築等） 
実績内訳書 

様式16－１と様式16－２は、

同じ様式番号で、土木と建築等

の２種類があります。間違わな

いように提出して下さい。 

様式１６－２（土木） 

様式１６－２（建築等） 
実績明細書 

様式１７ 提出書類チェックリスト 

 

 

【書類作成上の注意事項】 

 

１ 工事等完成後速やかに、本表に示す各様式及び記載内容を証明する添付書類を提出して下さ

い。 

 

２ 本表に示す書類を作成する際には、各様式に記載してある【記載事項等】を十分確認して下

さい。また、記載内容を証明するための「添付資料」を必ず添付して下さい。 

 （「添付資料」として提出を求めていない書類であっても、記載内容を証明するため、調査対

象者自らが必要と認める書類を添付することは差し支えありません。） 

 

３ 本表に示す書類は、各書類単体で完結しているだけでなく、様式相互間で関連しているもの

が多数あります。様式相互間の整合を図るよう注意して作成して下さい。（下請代金、資材購

入等の支払に関する領収書の写しの提出が必要になります。） 

 

４ 提出部数は正１部とします。提出された書類の返却は行いません。 


